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不燃物処理施設
（破砕処理）

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定
された20種類（廃プラスチック類、金属・ガラス・ゴムくずなど）の廃棄物の
ことです。
産業廃棄物は処理基準に従って排出者の責任で処理してください。市のごみ
処理施設への持ち込みはできません。また、ごみ集積場やリサイクルステー
ションへの持ち込みもできません。
●産業廃棄物に関するお問い合わせ先
　出雲保健所　☎ 0853-21-1197

分別して処理施設へ直接搬入（20 ～ 23 ページ）するか、一般廃棄物収集運搬
業許可業者（39 ページ）へ処分を依頼してください。
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ごみの分類・処理の流れ
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